
わかりづらい税法用語 

「生計を一にする」とは？ 

「生計（せいけい）を一（いつ）にする」 

 税務の話題の中で「生計を一にする」と

いう表現をよく耳にすると思います。 

これは、所得税法、法人税法、相続税法、

租税特別措置法などの主要な法令の約 40

の条文に用いられる税法用語です。 

特に所得税法では、雑損控除や医療費控

除などの所得控除の要件を構成するととも

に、控除対象配偶者、扶養親族などの定義

規定、事業から対価を受ける親族がある場

合の必要経費の特例など約 20 の法令で使

われます。 

これほど頻繁に税法に登場する「生計を

一にする」という用語ですが、実は具体的

な定義を定めた規定はありません。 

所得税基本通達などに、単身赴任者や生

活費・学費の仕送りを受けている者は同一

の家屋に起居していなくも「生計を一にす

る」として取扱うなどの、わずかな例が示

されているのみで、実務でも判断に迷うも

のの一つとなっています。 

消費段階で同一の財布のもとで生活 

 判例によれば、「生計を一にする」とは、

日常生活の糧を共通にしていること、すな

わち消費段階で同一の財布のもとで生活し

ていることと解され、これを社会通念に照

らして判断されることとなります。 

この場合、同一の家屋で起居している親

族が「明らかに互いに独立した生活を営ん

でいる」という状況証拠が出てこない限り

は、これらの親族は、通常は「共通の財布」

で生活しているものと推定されます。 

「明らかに互いに独立した生活」の判断 

「明らかに互いに独立した生活を営んで

いる」のかどうかは、次のような事項を経

済的側面と物理的側面の双方から総合的な

見地で判断することになります。 

①不動産登記の状況（区分所有の場合、

独立性が高い）、②家賃等の支払いの有無③

生活費の負担の状況、④家屋の居住状況（玄

関、台所、風呂が共有であったり、自由に

往来が可能な構造であったりする場合に

は、独立性が低い）、⑤電気・ガス等のメー

ター設置状況、電話の使用状況、⑦住民票・

国民健康保険上の世帯状況等 

このような曖昧な概念なのに… 

 様々なライフスタイルが考えられる現代

では「生計を一」の適用範囲も拡大化する

ことが考えられますが、「生計を一にする」

こととなったときに、納税者に有利となる

規定ばかりでなく、不利となる規定もある

だけに、扱いづらいものとなっています。 
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収入が別々にあっても、

消費段階で財布が一緒な

らば「生計を一」です。 
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